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船舶事故調査報告書 

 

令和５年５月１７日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決  

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗組員負傷 

発生日時 令和４年８月２６日 ０４時３０分ごろ 

発生場所 熊本県天草
あまくさ

市牛深
うしぶか

漁港南方沖 

 牛深港春這
はるはえ

防波堤灯台から真方位１７７°５.４海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３２°０５.５′ 東経１３０°０１.４′） 

事故の概要  漁船第二十八金
こん

比良
ぴ ら

丸は、揚網作業中、甲板員が負傷した。 

事故調査の経過  令和４年９月９日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第二十八金比良丸、１４トン 

 ＫＭ２－４２７６（漁船登録番号）、個人所有 

 １６.５４ｍ（Lr）×４.０２ｍ×１.６１ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、４０４.５３kＷ、昭和６０年８月１０日 

 第２９２－３８５３７号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長 ６９歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 昭和５２年３月１８日 

  免許証交付日 令和３年６月２８日 

         （令和９年２月１２日まで有効） 

甲板員Ａ ５７歳 

 死傷者等 重傷 １人（甲板員Ａ） 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風 ほとんどなし、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 事故の経過 本船は、船長及び甲板員Ａほか２人が乗り組み、棒受網
ぼううけあみ

漁を行う目

的で、令和４年８月２５日１８時００分ごろ牛深漁港を出港した。 

本船は、牛深漁港南方沖の漁場で魚群を探索した後、錨泊し、２６

日０１時００分ごろから１回目の操業を行い、休憩をはさみ、０４時 

００分ごろ２回目の投網を行い、水中灯を用いて集魚し、右舷ブルワ

ークに設置しているサイドローラ（以下「本件ローラ」という。）を

使用して乗組員全員で網の揚収を開始した。 

乗組員は、右舷ブルワークに沿って並んで立ち、甲板員Ａが本件ロ
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ーラ制御用レバー（以下「本件レバー」という。）の操作にあたり、

本件ローラで網を船上に巻き揚げて網の大部分が揚収された後、たも

網で漁獲物をすくう作業を行うこととしたが、同作業の前に漁獲物の

重みで網が沈まないよう本件ローラに網を固定することとした。（図

１参照） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、本件ローラに網を固定する作業は、本件ローラの上部に押し

付けて揚収した網を、手で本件ローラとブルワークの隙間から舷外側

に通して揚収中の網と本件ローラとの間に挟んで行うものであった。

（図２参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

甲板員Ａは、ふだんよりも漁獲量が多く、網に荷重がかかって船尾

方に広がっている状態を網の揚収を行いながら見ていたところ、船長

から本件ローラを回転させるよう号令があり、本件レバー至近にいた

甲板員Ａが左手で本件ローラに網を挟みながら右手で本件レバーを操

作した際、０４時３０分ごろ甲板員Ａの左手が揚収中の網と回転して

いる本件ローラとの間に挟まれ、続いて左腕が本件ローラに巻き込ま

れた。（写真１参照） 

 

操舵室 
本件レバー 

網 

図１ 網の揚収の状況 

本件ローラ 甲 板 員

油圧装置用 

スイッチ 

船長 

遠隔停止用

ワイヤ 

本件ローラ 

揚収中の網 

ブルワーク 

揚収した網 

図２ サイドローラに網を固定する作業（イメージ） 
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最船尾で揚網作業を行っていた別の甲板員（以下「甲板員Ｂ」とい

う。）は、甲板員Ａの叫び声を聞いて本事故の発生に気付き、油圧装

置の遠隔停止用ワイヤを引き、本件ローラを停止させた後、甲板員Ａ

の左腕を本件ローラから外した。 
船長は、１１９番通報を行い、甲板員Ａを船尾甲板で休ませて、揚

網作業を再開した。 

本船は、漁獲物の取込み、張出棒の収納等を行い、揚錨して水揚げ

港の牛深漁港に向けて出発した。 

甲板員Ａは、牛深漁港に到着後、救急車で天草市内の病院に搬送さ

れ、左上腕骨骨
こっ

幹
かん

部骨折、左尺
しゃっ

骨
こつ

骨幹部開放骨折、左橈
とう

骨
こつ

骨幹部骨

折、左肩関節脱臼と診断されて３６日間の入院加療に続き、通院加療

を受けた。 

（付図１ 事故発生場所概略図 参照） 

 その他の事項  本船で行われる棒受網漁は、夜間、錨泊した状態で、左舷方に水中

灯を投入するなどして集魚し、長さ約１５ｍの張出棒を船首尾から張

り出して右舷方に投網を行った後、左舷方に集魚した魚を右舷方の網

に導き、本件ローラ等を使用して揚網を行うものであった。  

本件ローラは、表面が合成ゴムで覆われ、右舷側ブルワークの上部

に隙間を設けて設置されており、油圧で駆動され、操舵室右舷側囲壁

の中央部寄りに設置している本件レバーの操作で回転方向及び速度が

制御されていた。（写真１参照） 

本船は、本件ローラの油圧装置用スイッチの停止ボタンを押し下げ

るための遠隔停止用ワイヤを操舵室右舷側囲壁に設置していた。（写

真１、写真２、写真３参照） 

 

 

遠隔停止用

ワイヤ 

本件レバー 

本件ローラ 

写真１ 甲板員Ａの左腕が巻き込まれた状況（イメージ） 

船首方向 
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 甲板員Ａは、ふだん揚網中に本件レバーの操作も担当していたが、

揚網の最終段階で網を固定する際には甲板員Ｂと同操作を交替して、

その後は網を固定する作業のみを行い、同操作は甲板員Ｂが行ってい

た。 

 船長は、ふだん網の固定をする目的で本件ローラを回転させる前

に、甲板員Ｂに本件レバーの配置につくよう指示していたが、本事故

発生の揚網時には、指示していなかった。 

 甲板員Ａは、本事故当時、船長の号令を聞き、誰かが本件レバーを

操作しなければいけないと思い、左手で本件ローラに網を挟みながら

右手を伸ばして本件レバーを操作したが、本件ローラの回転速度の微

妙な調整ができず、本件ローラの回転が少し速かったと本事故後に 

思った。 

 本船は、操業後に帰港する時刻が僚船よりも遅いことが多く、船長

は、本事故当日、僚船よりも早く帰港しようとして、ふだんよりも早

く投網を行っていたが、漁獲量が多く、揚網を早く終えようとして焦

りがあったかもしれないと本事故後に思った。 

船長は、令和２年ごろ、本船に油圧装置の遠隔停止用ワイヤを設置

したものの、本事故当時、甲板員Ａは同ワイヤを操作することができ

なかったので、巻き込まれた当人が本件ローラを停止できるようブル

ワーク側に非常停止装置を設置しておけば良かったと本事故後に思っ

た。 

 甲板員Ａは、本事故当時、半袖のシャツ、胴付のカッパのズボン、

ヘルメットを着用し、ゴム手袋をして作業を行っていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

本船は、牛深漁港南方沖において、棒受網漁の揚網作業中、本件 

ローラに網を固定する作業を行う際、甲板員Ａが、船長の号令を聞

き、左手で本件ローラに網を挟みながら右手で本件レバーを操作した

ことから、本件ローラの回転速度の微調整ができず、本件ローラが速

写真３ 油圧装置用スイッチ 写真２ 停止ボタン 

ＯＦＦ 
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く回転し、本件ローラに左腕が巻き込まれて負傷したものと考えられ

る。 
 甲板員Ａは、ふだん揚網中、本件レバーの操作も担当していたが、

本件ローラに網を固定する作業を行う段階では、甲板員Ｂと同操作を

交替して、その後は本件ローラに網を固定する作業のみを行っていた

ものの、本事故当時、船長の号令を聞き、誰かが本件レバーを操作し

なければいけないと思ったことから、右手を伸ばして本件レバーを操

作したものと考えられる。 

 船長は、本事故当日、僚船よりも早く帰港しようとして、投網をふ

だんよりも早く行っていたが、漁獲量が多く、揚網を早く終えようと

して焦りがあったことから、網の固定のために本件ローラを回転させ

る際に、甲板員Ｂに本件レバー操作の配置につくよう指示していな 

かった可能性があると考えられる。 

原因 本事故は、夜間、本船が、牛深漁港南方沖において、棒受網漁の揚

網作業中、本件ローラに網を固定する作業を行う際、甲板員Ａが、船

長の号令を聞き、左手で本件ローラに網を挟みながら、右手で本件レ

バーを操作したため、本件ローラが速く回転し、本件ローラに左腕が

巻き込まれたことにより発生したものと考えられる。 
再発防止策 

 

 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・揚網作業時にサイドローラを使用する棒受網漁船の船長は、同 

ローラに網を固定する作業を行う際、ふだんサイドローラ制御用

レバーの操作をしている甲板員に同レバー操作の配置につくよう

指示し、同レバー操作の配置についていることを確認後に号令を

掛けること。 

・揚網作業時にサイドローラを使用する棒受網漁船の乗組員は、同

ローラに網を固定する作業を行う際は同ローラの回転速度の微妙

な調整が必要になることから、必ず、同ローラの操作を担当する

乗組員が配置についた上で、別の乗組員が同ローラに網を挟む作

業を行うこと。 

・サイドローラの非常停止装置の設置が望ましい。 
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付図１ 事故発生場所概略図 

 

 

 

 

 

 

 

本事故発生場所 

（令和４年８月２６日 

 ０４時３０分ごろ発生） 

 

牛深漁港 

牛深港春這防波堤灯台 

熊本県 

天草市 


